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迷惑勧誘防止ステッカー・迷惑電話防止機器についての要望書 

 

  当ＮＰＯ法人は､消費者の権利擁護を目的として､消費者､消費者団体､消費生活

相談員､学者､司法書士及び弁護士らで構成し､２００７年１２月２５日に消費者

契約法１３条の内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体です。 

 

    地方消費者行政推進交付金が平成２９年度を最終年度としているため、後記の

ような取り組みを貴自治体でも実施していただきたく、急ぎ本書を送付申し上げ

る次第です。 

     

第１ 要望の趣旨 

１ 迷惑勧誘防止ステッカーの作成・配布事業の実施 

２ 迷惑電話防止機器の設置・貸与・配布又はこれに対する助成金の交付事業の実

施 

３ 上記１､２の各事業を、平成 29 年度の事業として実施（後記３参照） 

 

第２ 要望の理由 
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１ 高齢者を中心に、訪問販売被害・電話勧誘被害の増加 

  高齢者は昼間在宅していることが多いため、訪問販売や電話勧誘販売の被害に

遭うことが多いです。国民生活センターによれば、2014 年に全国の消費生活セン

ターに寄せられた相談のうち、契約当事者が 60 歳以上の相談の件数は、訪問販売

で５３．６％、電話勧誘で７０．８％に上ります。このような被害は、人口の高

齢化率を上回る割合で増加しています。 

  今後、高齢者が増加していく中で、高齢者の消費者被害はさらに増加すること

が懸念されます。 

  また、高齢者の被害額は他の年代と比べて多額になる特徴を持っています。 

  そのため訪問販売被害・電話勧誘被害に対する対策を講じることは喫緊の課題

とも言えます。 

 

２ 近年、訪問販売ステッカーが普及しつつあり、訪問販売被害の抑止的効果が期

待できます。また、ステッカーを貼付することによる消費者の防犯意識の向上も

期待できます。 

  消費生活条例で「拒絶の意思を表明している消費者宅への勧誘」が不当な取引

行為として禁止されている道府県､市､区では、「このステッカーを無視して勧誘

を行った場合は、○○市消費生活条例○条違反になります。」といった記載をし

ているステッカーも増えてきています。条例が絵に描いた餅ではなく、実際に消

費者を守るために機能している例ということができます。 

  また､迷惑電話防止装置についても、電話通信各社や電話器メーカーが各種の装

置を開発してきており、全国的に警察を中心に特殊被害防止対策として普及しつ

つあります。 

 

３ 実施に向けた財源の確保について（地方消費者行政推進交付金の活用） 

  「訪問販売お断りステッカー」の製作は、1 枚当たり数十円でできます。迷惑

電話防止機器の場合は初期費用として 1 万円前後の費用を要します。これらの設

置助成事業にかかる費用については、消費者庁の「地方消費者行政推進交付金」
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の活用が可能です。既にこれを財源としてこの種の事業に取り組み始めている自

治体も多数あります（訪問販売お断りシールは多数の自治体で実施。迷惑電話防

止装置は､宇都宮市､富士市､焼津市などで実施）。 

    「地方消費者行政推進交付金」については、平成 29 年度が最終年度となってい

ます。平成 29 年度までに事業として申請されていればその後もこれを利用するこ

とが可能となりますが、平成 29 年度までに事業計画が策定されていなければ､以

後、これを使用することはできません。そのため、是非､平成 29 年度事業として､

貴自治体におかれても地方消費者行政推進交付金を活用して迷惑勧誘防止ステッ

カーの作成配布および迷惑電話防止機器の設置のための事業を計画いただきた

く、本要請をする次第です。 

 

 


